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令和6年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との

連携等に係る内容の周知及び協力について

標記について、厚労省より各都道府県等介護保険担当主幹部(局)宛に事務連絡が発出

された旨、日医担当理事より別紙のとおり通知がありましたので、貴会関係会員への

周知方よろしくお願い申し上げます。



日医発第 752号（介護） 

令和６年７月 24日 

 

都道府県医師会担当理事 殿 

 

日本医師会常任理事 

江 澤 和 彦 

（公 印 省 略） 

 

 

令和６年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との連携等に係る 

内容の周知及び協力について 

 

 

令和６年度の診療報酬・介護報酬の同時改定におきましては、高齢者施設等（介護老人

福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療

院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生

活介護をいう。以下同じ。）における入所者の急変時における対応や平時からの感染症対応

力向上を図るため、高齢者施設等と医療機関との連携を強化するための見直し等が行わ

れ、本会からも周知を行ってまいりました。 

今般、高齢者施設等と医療機関の連携について、厚生労働省老健局より改めて内容の周

知及び医療機関への協力依頼がまいりました。本会としましても、医療と介護の連携の推

進は重要な観点であり、下記の診療報酬・介護報酬の同時改定の趣旨にご理解・ご協力を

賜りたいと考えております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、郡市区医師会および会

員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

（１）高齢者施設等と協力医療機関との連携について 

令和６年度介護報酬改定においては、介護保険施設等（介護老人福祉施設、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院）について、施設内で

対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行

う体制を確保する観点から、入所者の病状の急変時等に、相談や診療を行う体制を常時確

保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる等の体制を確保した協力医療機関を 2027 

年３月末までに定めることが義務化されました。また、特定施設入居者生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護、及び認知症対応型共同生活介護については、同様の対応が



努力義務とされました。 

協力医療機関としましては、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病

棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医

療機関が想定されております。 

つきましては、高齢者施設等と医療機関の連携体制が早期に構築できるよう、高齢者施

設等から協力医療機関としての連携の求めがあった場合には、可能な限り協議に応じてい

ただきたくお願い申し上げます。 

なお、令和６年度診療報酬改定においては、協力医療機関への評価として、「協力対象施

設入所者入院加算」や「介護保険施設等連携往診加算」が新設されたことを申し添えま

す。 

また、高齢者施設等と協力医療機関との間で、入所者の急変時等に備えた平時からの連

携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会

議を定期的に開催することについて、診療報酬においては「協力対象施設入所者入院加

算」や「介護保険施設等連携往診加算」の算定にあたっての施設基準とされ、介護報酬に

おいては定期的な会議の実施を評価する「協力医療機関連携加算」が創設されておりま

す。こうした取組もご活用していただきまして、高齢者施設等と協力医療機関との間で実

効性のある連携体制を構築していただきたくお願い申し上げます。 

 

（２）高齢者施設等における感染症対策の向上に向けた医療機関の協力について 

高齢者施設等において感染症が発生した場合には、感染者の対応を行う医療機関と連携

しながら感染者の療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止することが求められ

ることから、令和６年度介護報酬改定において、 

・新興感染症等の発生時等に感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、

新興感染症発生時等における対応を取り決めることが努力義務とされ、 

・高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を

行う医療機関との連携体制を評価する高齢者施設等感染対策向上加算（※）が創設されま

した。 

つきましては、第二種協定指定医療機関として都道府県と協定を締結した医療機関にお

かれましては、高齢者施設等から連携の求めがあった際には、可能な限り協議に応じてい

ただきたくお願い申し上げます。 

また、診療報酬における感染対策向上加算の届出を行った医療機関等におかれまして

は、高齢者施設等から研修への参加や感染制御等に係る実地指導の求めがあった場合に

は、当該高齢者施設等と合同での実施や、現地に赴いての感染対策に関する助言にご協力

いただきたくお願い申し上げます。あわせて、診療報酬における感染対策向上加算の院内

感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練を行う地域の医

師会や医療機関、診療報酬における感染制御チーム（外来感染対策向上加算にあっては、

院内感染管理者）により定期的に院内研修を行う感染対策向上加算又は外来感染対策向上

加算の届出を行った医療機関におかれましては、研修等の実施の際には、高齢者施設等に



対してもお声掛けいただきたくお願い申し上げます。 

 

（※）介護報酬上の高齢者施設等感染対策向上加算の要件 

・高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

高齢者施設等の職員が、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算

に係る届出を行った医療機関や地域の医師会が実施する院内感染対策に関するカンファレ

ンス、訓練又は研修に少なくとも年に１回以上参加した場合を評価。 

 

・高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも３年

に１回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場

合を評価。 

 

（３）リハビリテーションにおける医療介護連携の推進について 

リハビリテーションにおける退院時の情報連携を促進し、退院後早期に質の高いリハビ

リテーションを実施できるようにするために、診療報酬・介護報酬の双方で以下の見直し

が行われております。 

 

○令和６年度診療報酬改定 

・退院患者が介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ移行す

る場合、移行先の事業所に対しリハビリテーション実施計画書等を提供すること 

・退院時共同指導料２の参加職種について、介護保険によるリハビリテーションを提供

する事業所の医師、理学療法士等の参加を求めることが望ましいこととすること 

 

○令和６年度介護報酬改定 

・リハビリテーション事業所において、医療機関のリハビリテーション実施計画書等の

入手の義務化をすること 

・医療機関の退院前カンファレンスに、リハビリテーション事業所の医師等が参加した

場合の評価の創設をすること 

 

つきましては、医療機関において入院中にリハビリテーションを受けた者が、退院後、

介護保険のリハビリテーションを利用する際には、リハビリテーション事業所へリハビリ

テーション実施計画書等を提供いただくとともに、退院前カンファレンスの際には、リハ

ビリテーション事業所へ積極的なお声がけをいただきたくお願い申し上げます。 

 

 

以上 

 



 

（添付資料） 

〇令和６年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との連携等に係る内容の

周知及び協力について 

（令 6.7.5 事務連絡 厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、

老人保健課） 



 

 

事 務 連 絡 

令和６年７月５日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 

厚生労働省老健局 老 人 保 健 課 

 

令和６年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療 

機関との連携等に係る内容の周知及び協力について 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との連携等に係る内容

の周知及び協力について、別添の通り各都道府県・指定都市・中核市介護保険主管部

（局）あてに事務連絡を発出させていただきました。 

貴会におかれては、同内容について、貴会会員にご協力をいただけるよう、貴会会

員への周知をお願いいたします。 
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事 務 連 絡 

令和６年７月５日 

 

  都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主幹部（局） 御中 

  中 核 市   

 

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 

厚生労働省老健局 老 人 保 健 課 

 

令和６年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療 

機関との連携等に係る内容の周知及び協力について 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年度介護報酬改定等にあたっては、高齢者施設等（介護老人福祉施設、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設

入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を

いう。以下同じ。）における入所者の急変時における対応や平時からの感染症対応力向

上を図るため、高齢者施設等と医療機関との連携を強化するための見直し等を行った

ところです。これらの内容については、高齢者施設等のみならず関係する医療機関に

おいてもご理解いただくことが重要です。 

つきましては、下記の内容について、衛生主管部局とも連携し、医療関係団体に周

知いただくなど、医療機関からの積極的なご協力を賜れますようお願い申し上げます。 

なお、本事務連絡の写しを医療関係団体宛てに送付していることを申し添えます。 

 

記 

 

 

（１）高齢者施設等と協力医療機関との連携について 

令和６年度介護報酬改定においては、介護保険施設等（介護老人福祉施設、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院）につい

て、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で

より適切な対応を行う体制を確保する観点から、入所者の病状の急変時等に、相談

や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる等の体

制を確保した協力医療機関を定めていただくこととしました（2027 年３月末までに

定めることを義務化）。また、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者
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生活介護、及び認知症対応型共同生活介護については、同様の対応を努力義務とし

ました。 

つきましては、医療機関※におかれては、高齢者施設等が早期に協力医療機関と

の連携体制を構築できるよう、高齢者施設等から協力医療機関としての連携の求め

があった場合には、これらの内容についてご理解の上、可能な限り協議に応じてい

ただくようお願いします。 

※ 在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療

養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関が想定されます。 

なお、令和６年度介護報酬改定においては、高齢者施設等と協力医療機関との間

で、入所者の急変時等に備えた平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の

情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評

価する「協力医療機関連携加算」を創設しています。こうした取組も活用して、高

齢者施設等と協力医療機関との間で実効性のある連携体制を構築していただくよう

お願いします。 

 

（２）高齢者施設等における感染症対策の向上に向けた医療機関の協力について 

高齢者施設等において感染症が発生した場合には、感染者の対応を行う医療機関

と連携しながら感染者の療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止するこ

とが求められることから、令和６年度介護報酬改定において、 

・ 新興感染症等の発生時等に感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連

携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めることを努力義務としたほか 

・ 高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の

対応を行う医療機関との連携体制を評価する高齢者施設等感染対策向上加算（※）

を創設しました。 

つきましては、第二種協定指定医療機関として都道府県と協定を締結した医療機

関においては、高齢者施設等から連携の求めがあった際には、可能な限り協議に応

じていただくようお願いします。 

また、診療報酬における感染対策向上加算の届出を行った医療機関等においては、

高齢者施設等から研修への参加や感染制御等に係る実地指導の求めがあった場合に

は、当該高齢者施設等と合同での実施や、現地に赴いての感染対策に関する助言に

ご協力いただくようお願いします。 

 

（※）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

高齢者施設等の職員が、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る

届出を行った医療機関や地域の医師会が実施する院内感染対策に関するカンファレンス、訓練又

は研修に少なくとも年に１回以上参加した場合を評価。 
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（※）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも３年に１回

以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合を評価。 

 

（３）リハビリテーションにおける医療介護連携の推進について 

リハビリテーションにおける退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で

質の高いリハビリテーションを実施できるようにするために、令和６年度介護報酬

改定において 

・ リハビリテーション事業所において、医療機関のリハビリテーション実施計画

書等の入手の義務化 

・ 医療機関の退院前カンファレンスに、リハビリテーション事業所の医師等が参

加した場合の評価（退院時共同指導加算）の創設 

を行いました。 

つきましては、医療機関においてリハビリテーションを受けた者が、退院後、介

護保険のリハビリテーションを利用する際には、リハビリテーション事業所へリハ

ビリテーション実施計画書を提供いただくとともに、退院前カンファレンスを開催

する際には、リハビリテーション事業所へ積極的なお声がけをいただくようお願い

します。 

 

以上 


